
物 件 調 書

所 在 地 静岡市清水区蒲原字六本松137番 23ほか８筆

住 居 表 示

面 積
787.88㎡ (実測面積)

地 目
宅 地（現況） 土地の

形 状
不整形地

787.88㎡ (公簿面積) 宅 地（公簿）

接面道路の幅員､

種別､状況等

北側約20ｍが幅員約７ｍの市道（枡形１号線）に等高に接面。

西側約27ｍが幅員約８ｍの市道（中学小池川線）に等高に接面。

私道の負担等に

関 す る 事 項
なし

法
令
に
基
づ
く
制
限
の
概
要

都市計画区域 市街化区域 用 途 地 域 第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域

建ぺい率 指定建蔽率 60 ％ 基準建蔽率 70 ％

容 積 率 指定容積率 150％・200％ 基準容積率 150％・200％

高さの制限

道路斜線制限 無・有 隣地斜線制限 無・有

北側斜線制限 無・有 絶対高さ制限 無・有

日影による中高層の建築物の制限 無・有

外壁後退 無・有 壁面線の制限 無・有

準防火地域 無・有 防火地域 無・有

そ の 他

建築基準法第22条区域、高度地区（最高限２種(高さ制限16ｍ)、最高限３種(高さ制限

19ｍ)）、景観法、都市再生特別措置法（居住誘導区域内、都市機能誘導区域外）、静岡

市屋外広告物条例（第２種特別規制地域）、宅地造成等工事規制区域

※ 各制限内容の詳細は、関係市町村の建築確認担当課にお問い合わせください。

供給処理施設

の状況

事 業 所 名 電 話 番 号

電 気 引込不可・引込可 中部電力パワーグリッド(株)清水営業所 0120-977-146

上 水 道 引込不可・引込可 静岡市上下水道お客様サービスセンター 054-251-1132

下 水 道 引込不可・引込可

都市ガス 引込不可・引込可 静岡ガス(株)東部支社 055-927-2817

※ 引込み費用等の詳細は、上記事業所にお問い合わせください。

交通機関

（直線距離）

バ ス 静岡市自主運行バス「富士見橋」停留所 ： 物件の西方 約130ｍ

鉄 道 ＪＲ「新蒲原」駅 ： 物件の南西方 約1.1km

公共施設

（直線距離）

役 所 清水区役所蒲原支所 ： 物件の南西方 約2.3km

小学校 静岡市立蒲原東小学校 ： 物件の南西方 約1.3km

中学校 静岡市立蒲原中学校 ： 物件の南東方 約190ｍ

◎参考事項（物件の状況、法令上の制限等に関する特記事項）

－ 地 上 権 に つ い て －

落札決定後、以下のとおり、静岡県企業局と区分地上権設定契約を締結すること。

・所 在 地 静岡県静岡市清水区蒲原桝形7-78 46.09㎡

静岡県静岡市清水区蒲原六本松137-39 35.69㎡

静岡県静岡市清水区蒲原長堰堤外50-17 24.11㎡

・目 的 工業用水道管布設

・範 囲 東京湾平均海面上6.30メートルから東京湾平均海面上9.30メートルの間

・存続期間 契約の日から工業用水道管存続期間中

・特約事項

１．区分地上権設定範囲は、掘削等をし、又は形質を変更しないこと。

２．区分地上権の設定範囲の真上において、１平方メートルにつき10キロニュートンを超える荷重をかけない

こと。



３．土地の用法を変更するときは、あらかじめ地上権者の同意を得ること。

４．工業用水道管の維持管理の障害となる建設及び堅牢な工作物を設置しないこと。

５．工業用水道管の管理のため必要があるときは、必要の限りにおいて土地に立ち入り、又は土地を使用する

ことができるものとすること。

・地上権者 静岡県企業局

・地 代 無償

－ 土 地 に つ い て －

・対象物件は２つの用途地域に跨っているため、容積率は面積割合に応じた按分計算となります。

・高度地区はそれぞれの用途地域の制限が適用されるため、第２種中高層住居占用地域部分は最高限２種(最高

高さ16ｍ)、第１種住居地域部分は最高限３種（最高高さ19ｍ）となります。

・日影規制は厳しい制限の方が適用されるため、第２種中高層住居専用地域の制限である「高さが10ｍを超える

建築物の場合、測定高４ｍ、10ｍ以内の日影規制3.0ｈ、10ｍ超の日影規制2.0ｈ」の制限が適用されます。

・静岡市洪水ハザードマップによると、当該地域は富士川洪水浸水想定区域（浸水想定深0.5ｍ以上1.0ｍ未満）

に該当しています。

・静岡市高潮ハザードマップによると、当該地域は浸水想定区域（０ｍ以上0.5ｍ未満）に該当しています。

・木杭及びロープで柵が設置してありますが、現況のまま引き渡します。

・敷地南側隣接地の樹木が越境している可能性がありますが、現況のまま引き渡します。

※物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための資料にすぎません。

必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制についての現地確認を行ってください。



品質に係る注意事項

(1) 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行います。

(2) 埋設物調査は実施していませんので、地中埋設物が存在している可能性があります。

(3) 物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等につ

いては確認していません。これらの設備の品質は保証できません。

(4) 物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場

合があります。

(5) 物件の敷地内(地中を含む)にゴミ(家電等を含む)・ガラ・砕石・切り株・雑草等が存在する場

合があります。

(6) 物件調書に特段の記載のない限り、土壌汚染及び地盤に関する調査は行っていません。

その他の注意事項（契約不適合責任の免責等）

(1) 物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行いますので、物件調書を

ご参照のうえ、必ず事前に現地の確認をしてください。

なお、物件調書と現状が異なる場合には現状を優先します。

(2) 土地の形質変更を行う際は、形質変更に伴う粉塵防止対策として、散水等に努めてください。

(3) 土地の形質変更をする場合の費用負担については、県は対応しません。また、土地の形質変更

をする場合は、騒音・粉塵防止対策等の周辺の環境に配慮してください。

(4) 新たな建物を建築するにあたっては、建築基準法、文化財保護法及び県、市町の条例のほか協

定等により、指導がなされる場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、関係機関

にご確認ください。

(5) 物件によっては、敷地内にフェンス、塀、柵等が設置されていますが、これらの工作物の補修・

改修・撤去・再築造及びその費用負担については、県は対応しません。

(6) 埋設物調査は実施していませんので、地中埋設物が存在している可能性があります。地中埋設

物が発見されたとしても、これらの撤去及びその費用負担については、県は対応しません。

(7) 物件によっては、埋蔵文化財包蔵地に該当するため、開発方法によっては試掘調査が必要とな

る場合があります。(詳しくは物件所在市町村の教育委員会にお問合わせください。)

(8) 物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されていますが、経年劣化による影響等につ

いては確認していません。これらの敷設設備の補修・移設・改修・撤去・再築造及びその費用

負担等については、県は対応しません。

(9) 物件及び隣接地の擁壁・直壁・ブロック塀等について、地上及び地中にて境界を越えている場

合がありますが、現状引渡しとなりますので、移設・撤去・再築造及びその費用負担等につい

ては、県は対応しません。

(10)物件の敷地内及び敷地上空又は隣接地等に電柱(電信柱・電柱付属物・電線等を含む)・支線・

ゴミ置き場・道路設置物(ガードレール等)・道路標識(カーブミラー等を含む)等がある場合の

移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者又は管理者等にお問い合わせください。県

ではこれらについて対応しません。

(11)物件の敷地内(地中を含む)にゴミ(家電等を含む)・ガラ・砕石・切り株等が存在する場合があ

ります（品質）が、撤去及びその費用負担等については、県は対応しません。

(12)現状での引渡しのため、現地の除草・伐採及びその費用負担等については、県は対応しません。



案 内 図

売払い物件

凡 例

※およその位置を示す案内

図になります。

土地の正確な形状を表す

ものではありません。

対象不動産



＜案＞

（様式第48号） 用紙 日本産業規格Ａ３横型

地 上 権 設 定 契 約 書

地上権の設定について土地所有者 ○○ を甲とし、地上権者 静岡県公営企業管理者 を乙と

して甲乙当事者の間に次の契約を締結する。

第 1条 甲は、別表第 1記載の土地を別表第 2記載の工作物敷地用地として、第 2条の地代をもっ

て地上権を設定するものとする。

第 2条 地上権設定土地の地代は、無償 とする。

2 前項の金額は、契約期間の地代の総額とする。

第 3条 地上権の存続期間は、契約の日から施設が存続する期間とする。

第 4条 地上権設定の土地は、甲乙立会のうえ引渡すものとする。

2 地上権設定土地に乙の土地利用上支障となる物件があるときは、別に契約がある場合を除き、

引渡しの日に放棄したものとして、乙において処分することができるものとする。

第 5条 甲は、地上権設定土地について、抵当権、地上権、その他の権利が設定してあるときは、

自己の費用をもって完全にまっ消するとともに、万一第三者から異議、求償等の申し出があった

ときは、一切甲の責任において解決し、乙に迷惑をかけないものとする。

第 6条 甲は、地上権設定土地を、乙の工作物に支障を与えない範囲において使用することができ

るものとする。

第 7条 甲は、地上権設定土地に建物及び工作物を設置しようとするとき又は改築しようとすると

き、並びに土地の形質を変更しようとするときは、その工事着手前に、乙に協議して承諾を得な

ければならない。

第 8条 乙は、地上権存続期間内において工作物の補修、変更等を生じたときは地上権設定土地及

び当該地に接続する甲の土地を使用することができる。

ただし、このため甲が損失をこうむった場合は、乙はこれを補償するものとする。

第 9条 甲は、地上権存続期間内において乙が管理者を変更することがあっても異議を申し立てな

いものとする。

第10条 地上権設定土地に対する公租公課その他の支出は、甲の負担とする。

第11条 地上権設定登録手続は、乙において行うものとし、甲は、これに協力し、ただちに必要な

書類等を乙に提出しなければならない。

第12条 この契約締結に伴う契約書、委任状等にちょう付する収入印紙および手数料等の経費は、

乙の負担とする。

第13条 甲においてこの契約を履行しないときは、乙は、催告を要せずこの契約を解除することが

できるものとする。

ただし、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。

第14条 この契約に疑義を生じたときまたは定めのない事項については、甲乙双方協議して決定す

るものとする。

参考



以上の契約を証するため、本書 2通を作成して各自その 1通を保有する。

令和 年 月 日

土地所有者（甲） 住所

氏名 ◯印

地 上 権 者（乙） 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

静岡県公営企業管理者

企業局長 栁川 典之 ㊞



（別表第 1）

土 地 の 表 示

静岡県静岡市清水区

＜特約事項＞

１．区分地上権設定範囲は、掘削等をし、又は形質を変更しないこと。

２．区分地上権の設定範囲の真上において、１平方メートルにつき 10 キロニュートンを超える荷

重をかけないこと。

３．土地の用法を変更するときは、あらかじめ地上権者の同意を得ること。

４．工業用水道管の維持管理の障害となる建設及び堅牢な工作物を設置しないこと。

５．工業用水道管の管理のため必要があるときは、必要の限りにおいて土地に立ち入り、又は土地

を使用することができるものとすること。

（別表第2）

工 作 物 の 表 示

大 字 字 地 番 公簿面積 現況面積
地 目 地 上 権

設定面積

地 上 権

設定範囲公 簿 現 況

蒲原 桝形 7-78 46.09 ㎡ 46.09 ㎡ 宅地 水道用地 46.09 ㎡
東京湾平均

海 面 上

6.30 メ ー

トルから東

京湾平均海

面 上 9.30

メートルの

間

蒲原 六本松 137-39 35.69 ㎡ 35.69 ㎡ 宅地 水道用地 35.69 ㎡

蒲原 長堰堤外 50-17 24.11 ㎡ 24.11 ㎡ 宅地 水道用地 24.11 ㎡

以下余白

種 類 構 造、規 模 数 量 荷 重 制 限 摘 要

水道管
ダクタイル鋳鉄管

φ300ｍｍ
20.6ｍ

１平方メートルに

つき 10 キロニュー

トン

－

空気弁
マンホール

1400 ㎜×1400 ㎜
２箇所

以下余白
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